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(57)【要約】
【課題】簡易な操作で整形外科の分野における診断を行
うことが可能な超音波診断装置を提供することである。
【解決手段】超音波診断装置は、画像収集手段及び領域
調整手段を備えている。画像収集手段は、被検体に超音
波を送信することによって収集した超音波信号に基づい
て前記被検体の骨又は関節が描出された超音波断層画像
データを含む超音波画像データを生成する。領域調整手
段は、前記超音波断層画像データに対する画像処理によ
って前記骨又は関節を構成する骨領域を抽出し、抽出さ
れた前記骨領域に応じて前記超音波信号の収集領域を調
整する。
【選択図】　図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体に超音波を送信することによって収集した超音波信号に基づいて前記被検体の骨
又は関節が描出された超音波断層画像データを含む超音波画像データを生成する画像収集
手段と、
　前記超音波断層画像データに対する画像処理によって前記骨又は関節を構成する骨領域
を抽出し、抽出された前記骨領域に応じて前記超音波信号の収集領域を調整する領域調整
手段と、
を備える超音波診断装置。
【請求項２】
　前記超音波画像データに基づいて、指標値を用いた複数の関節の評価結果を示す評価情
報を生成する評価情報作成手段を更に備える請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項３】
　前記画像収集手段は、超音波ドプラ信号に基づいて超音波ドプラ画像データを生成する
ように構成され、
　前記領域調整手段は、前記超音波ドプラ信号の収集領域を前記骨領域に応じて調整する
ように構成される請求項１又は２記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　前記領域調整手段は、前記超音波断層画像データを生成するための超音波反射信号の収
集領域を前記骨領域に応じて調整するように構成される請求項１乃至３のいずれか１項に
記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　前記領域調整手段は、骨頭間の距離を計測し、前記骨頭間の距離に基づいて前記超音波
信号の収集領域を調整するように構成される請求項１乃至４のいずれか１項に記載の超音
波診断装置。
【請求項６】
　被検体に超音波を送信することによって収集した超音波信号に基づいて前記被検体の関
節が描出された超音波断層画像データを含む超音波画像データを生成する画像収集手段と
、
　前記超音波画像データに基づいて、指標値を用いた複数の関節の評価結果を示す評価情
報を生成する評価情報作成手段と、
を備える超音波診断装置。
【請求項７】
超音波診断装置を、
　被検体に超音波を送信することによって収集した超音波信号に基づいて前記被検体の骨
又は関節が描出された超音波断層画像データを含む超音波画像データを生成する画像収集
手段、及び
　前記超音波断層画像データに対する画像処理によって前記骨又は関節を構成する骨領域
を抽出し、抽出された前記骨領域に応じて前記超音波信号の収集領域を調整する領域調整
手段、
として機能させる超音波診断装置の制御プログラム。
【請求項８】
超音波診断装置を、
　被検体に超音波を送信することによって収集した超音波信号に基づいて前記被検体の関
節が描出された超音波断層画像データを含む超音波画像データを生成する画像収集手段、
及び
　前記超音波画像データに基づいて、指標値を用いた複数の関節の評価結果を示す評価情
報を生成する評価情報作成手段、
として機能させる超音波診断装置の制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、超音波診断装置及び超音波診断装置の制御プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断装置には、収集対象となる診断画像の種類に応じた複数の撮影モードが準備
されている。例えば、Ｂモードは、被検体の形態画像を収集して輝度表示する撮影モード
である。また、カラードプラモードは、被検体の血管内を流れる血流を描出する撮影モー
ドである。
【０００３】
　カラードプラモードで撮影されたカラードプラ像は、血流の方向や勢いを視覚的に確認
できるように色や陰影を用いて表示される。このため、カラードプラ像は、腹部、循環器
及び血管等の検査において収集される。そして、収集されたカラードプラ像は、疾患の程
度や傷害の程度を判断するための指標として用いられている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－８０１０６号公報-
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　超音波診断装置は、超音波プローブを接触させるだけで簡易に診断画像を収集すること
が可能な装置である。また、近年、放射線診断による身体への悪影響を回避する観点から
超音波診断装置や磁気共鳴イメージング(MRI: Magnetic Resonance Imaging)装置による
診断が望まれるようになってきている。
【０００６】
　このため、様々な医学分野において超音波診断装置を活用することが望ましい。しかし
ながら、整形外科の分野においては、超音波診断装置の活用が進んでいない。一方、整形
外科の分野では、病院外において素早く安全に使用できる検査機器が求められている。
【０００７】
　このような観点から、病院外での使用が可能な超音波診断装置は整形外科の分野におけ
る診断に適していると言える。しかしながら、従来の超音波診断装置は腹部や循環器等の
検査手順に合わせて操作性の最適化が進んでいる。換言すれば、従来の超音波診断装置に
は、整形外科での検査手順や診断部位に対応する操作モードや機能が備えられていない。
このため、簡易な操作で整形外科の分野における診断を行うことが可能な超音波診断装置
の開発が重要である。
【０００８】
　本発明は、簡易な操作で整形外科の分野における診断を行うことが可能な超音波診断装
置及び超音波診断装置の制御プログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の実施形態に係る超音波診断装置は、画像収集手段及び領域調整手段を備えてい
る。画像収集手段は、被検体に超音波を送信することによって収集した超音波信号に基づ
いて前記被検体の骨又は関節が描出された超音波断層画像データを含む超音波画像データ
を生成する。領域調整手段は、前記超音波断層画像データに対する画像処理によって前記
骨又は関節を構成する骨領域を抽出し、抽出された前記骨領域に応じて前記超音波信号の
収集領域を調整する。
【００１０】
　また、本発明の実施形態に係る超音波診断装置は、画像収集手段及び評価情報作成手段
を備えている。画像収集手段は、被検体に超音波を送信することによって収集した超音波
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信号に基づいて前記被検体の関節が描出された超音波断層画像データを含む超音波画像デ
ータを生成する。評価情報作成手段は、前記超音波画像データに基づいて、指標値を用い
た複数の関節の評価結果を示す評価情報を生成する。
【００１１】
　また、本発明の実施形態に係る超音波診断装置の制御プログラムは、超音波診断装置を
画像収集手段及び記領域調整手段として機能させる。画像収集手段は、被検体に超音波を
送信することによって収集した超音波信号に基づいて前記被検体の骨又は関節が描出され
た超音波断層画像データを含む超音波画像データを生成する。領域調整手段は、前記超音
波断層画像データに対する画像処理によって前記骨又は関節を構成する骨領域を抽出し、
抽出された前記骨領域に応じて前記超音波信号の収集領域を調整する。
【００１２】
　また、本発明の実施形態に係る超音波診断装置の制御プログラムは、超音波診断装置を
画像収集手段及び評価情報作成手段として機能させる。画像収集手段は、被検体に超音波
を送信することによって収集した超音波信号に基づいて前記被検体の関節が描出された超
音波断層画像データを含む超音波画像データを生成する。評価情報作成手段は、前記超音
波画像データに基づいて、指標値を用いた複数の関節の評価結果を示す評価情報を生成す
る。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施形態に係る超音波診断装置の構成図。
【図２】図１に示す超音波診断装置により被検体の関節を検査する際の流れの一例を示す
フローチャート。
【図３】図１に示す超音波プローブのタイプに応じた超音波信号の収集領域を示す図。
【図４】図１に示すデータ収集領域調整部により超音波ドプラ画像データのデータ収集領
域を調整した例を示す図。
【図５】図１に示すデータ収集領域調整部により超音波断層画像データ及び超音波ドプラ
画像データの双方のデータ収集領域を調整した例を示す図。
【図６】図１に示す評価情報作成部において生成された複数の関節の評価画像データを表
示させた例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明の実施形態に係る超音波診断装置及び超音波診断装置の制御プログラムについて
添付図面を参照して説明する。
【００１５】
　図１は本発明の実施形態に係る超音波診断装置の構成図である。
【００１６】
　超音波診断装置１は、超音波プローブ２、送受信部３、デジタルスキャンコンバータ(D
SC: Digital Scan Converter)４、表示装置５、操作パネル６及び制御装置７を備えてい
る。超音波プローブ２は送受信部３を介して制御装置７と、表示装置５はデジタルスキャ
ンコンバータ４を介して制御装置７と、操作パネル６は制御装置７と、それぞれケーブル
で接続される。
【００１７】
　超音波プローブ２は、被検体Ｏに接触させて超音波信号の送受信を行う機能を有する。
そのために、超音波プローブ２は、複数の超音波振動子を備えている。そして、超音波プ
ローブ２は、送受信部３から送信された電気信号を超音波振動子により超音波送信信号に
変換して被検体Ｏの内部に送信する機能と、被検体Ｏの内部における超音波送信信号の反
射によって生じた超音波エコー信号を超音波振動子により電気信号である受信信号に変換
して送受信部３に出力する機能とを有している。
【００１８】
　送受信部３は、制御装置７による制御下において超音波プローブ２を駆動させる機能を
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有する。すなわち、送受信部３は、制御装置７からの制御信号に従って超音波プローブ２
に電気信号を与えることによって超音波プローブ２を駆動する一方、超音波プローブ２に
おいて受信された超音波エコー信号を制御装置７に出力する機能を有する。
【００１９】
　制御装置７は、コンピュータに超音波診断装置１の制御プログラムを読み込ませて構築
することができる。但し、制御装置７を構成するために回路を用いてもよい。そして、制
御装置７は、送受信部３に制御信号を出力することによってスキャンを制御する機能と、
送受信部３から取得した超音波エコー信号に対するデータ処理を実行することにより、超
音波診断画像データを生成する機能とを有する。
【００２０】
　具体的には、制御装置７は、スキャン制御部８、データ処理部９、データ収集領域調整
部１０、評価情報作成部１１、評価結果データベース１２及び人体モデルデータベース１
３を有する。
【００２１】
　スキャン制御部８は、撮像モード及び撮像モードごとのデータ収集領域を設定して送受
信部３を制御する機能を有する。特に、スキャン制御部８は、データ収集領域調整部１０
において調整された被検体Ｏの関節を含むデータ収集領域に超音波を送信することによっ
て、データ収集領域から超音波信号が収集されるように送受信部３を制御する機能を備え
ている。
【００２２】
　データ処理部９は、送受信部３から取得した超音波エコー信号に対するデータ処理によ
って被検体Ｏの超音波画像データを生成する機能と、生成した超音波画像データをデジタ
ルスキャンコンバータ４を通じて表示装置５に表示させる機能とを有する。撮像モードが
Ｂモードであれば、関節の形態が描出された超音波断層画像データを生成するための超音
波反射信号が送受信部３からデータ処理部９に出力される。一方、撮像モードがカラード
プラモードであれば、血流等の流体や動きのある物体が速度、分散及びパワー等の動態に
応じたカラーで描出された超音波ドプラ画像データを生成するための超音波ドプラ信号が
送受信部３からデータ処理部９に出力される。
【００２３】
　従って、データ処理部９は、Ｂモード処理及びカラードプラ処理を実行する機能を備え
ている。すなわち、データ処理部９は、超音波反射信号に基づいてＢモード用の画像化領
域における超音波断層画像データを生成する機能と、超音波ドプラ信号に基づいてカラー
ドプラモード用の画像化領域における超音波ドプラ画像データを生成する機能とを有して
いる。
【００２４】
　そして、スキャン制御部８による超音波診断装置１に備えられるハードウェアの制御及
びデータ処理部９における超音波受信信号の処理によって、被検体Ｏに超音波を送信する
ことによって収集した超音波信号に基づいて被検体Ｏの関節が描出された超音波断層画像
データを含む超音波画像データを生成する画像収集手段としての機能を超音波診断装置１
に具備することができる。
【００２５】
　データ収集領域調整部１０は、操作パネル６からの指示情報に従って、データ処理部９
から取得した超音波断層画像データに対する画像処理によって関節を構成する骨領域を抽
出する機能と、操作パネル６からの指示情報に従って、抽出された骨領域に応じて超音波
信号の収集領域を適切な領域に調整する機能とを有する。骨領域の抽出のための画像処理
は、二値化処理やエッジ抽出処理等の公知の処理の組合せとすることができる。
【００２６】
　一例として、超音波信号の収集領域は、骨頭間の距離に基づいて設定することができる
。この場合、データ収集領域調整部１０には、抽出された骨領域に基づいて骨頭間の距離
を計測する機能が備えられる。
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【００２７】
　超音波信号の収集領域は、Ｂモードにおいて超音波反射信号を収集する場合と、カラー
ドプラモードにおいて超音波ドプラ信号を収集する場合とで互いに独立して設定すること
ができる。従って、データ収集領域調整部１０には、関節を構成する骨領域に応じてＢモ
ード用の超音波反射信号の収集領域を調整する機能と、関節を構成する骨領域に応じて超
音波ドプラ信号の収集領域を調整する機能が備えられる。
【００２８】
　評価情報作成部１１は、データ処理部９において生成された超音波断層画像データや超
音波ドプラ画像データ等の超音波画像データに基づいて、関節における疾患の度合いを表
す指標値を用いた評価結果情報を関節ごとに作成する機能、作成した関節ごとの評価結果
情報を評価結果データベース１２に記録する機能、評価結果データベース１２に記録され
た関節ごとの評価結果情報と人体モデルデータベース１３から読み込んだ人体モデルの各
関節位置とのマッチングによって複数の関節の評価結果を指標値を用いて表す評価情報を
生成する機能、生成した複数の関節の評価情報をデジタルスキャンコンバータ４を通じて
表示装置５に表示させる機能及び複数の関節の評価情報を被検体Ｏごとに評価結果データ
ベース１２に記録する機能を有する。また、評価情報作成部１１は、必要に応じて関節ご
との評価結果情報の生成に必要な情報を操作パネル６から取得できるように構成されてい
る。
【００２９】
　評価結果データベース１２には、評価情報作成部１１において生成された関節ごとの評
価結果情報及び被検体Ｏごとの複数の関節の評価情報を書き込んで保存することができる
。
【００３０】
　人体モデルデータベース１３には、人体の手足の各関節を識別して模式的に表示させる
ことが可能な人体モデルが保存される。
【００３１】
　デジタルスキャンコンバータ４は、制御装置７のデータ処理部９において生成された超
音波プローブ２の走査方式の超音波画像データをテレビ走査方式の超音波画像データに変
換する座標変換デバイスである。
【００３２】
　表示装置５は、制御装置７において生成された超音波画像データや評価画像データをテ
レビ走査方式の画像として表示させるためのモニタである。
【００３３】
　操作パネル６は、制御装置７に必要な情報を入力することによって、超音波診断装置１
を操作するための入力装置である。
【００３４】
　次に超音波診断装置１の動作および作用について説明する。
【００３５】
　図２は、図１に示す超音波診断装置１により被検体Ｏの関節を検査する際の流れの一例
を示すフローチャートである。
【００３６】
　まずステップＳ１において、操作パネル６の操作によって撮像モードとしてカラードプ
ラモードの選択情報が制御装置７のスキャン制御部８に入力される。これにより、スキャ
ン制御部８は、超音波断層画像上に超音波ドプラ画像を重畳表示させるカラードプラモー
ドを撮像モードとして設定する。
【００３７】
　次にステップＳ２において、スキャン制御部８による制御下において超音波診断装置１
が動作し、表示装置５に超音波断層画像として被検体Ｏの関節部位における形態画像が描
出される。更に、関節部位における流体及び動きのある物体が速度等の指標に応じたカラ
ーで超音波ドプラ画像として関節部位の形態画像に重畳表示される。
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【００３８】
　具体的には、スキャン制御部８において、超音波断層画像データ用のデータ収集領域及
び超音波ドプラ画像データ用のデータ収集領域がそれぞれデフォルト領域として設定され
る。そして、ユーザは超音波プローブ２を被検体Ｏの関節部位近傍に接触させる。
【００３９】
　一方、スキャン制御部８は、デフォルト領域として設定された超音波断層画像データ用
のデータ収集領域からＢモード撮像用の超音波反射信号が収集されるように制御信号を送
受信部３に出力する。これにより、送受信部３が超音波プローブ２に電気信号を与え、超
音波プローブ２が駆動する。すなわち、データ収集領域内のスキャンレンジ方向及び深さ
方向の各点に収束する超音波送信信号が超音波プローブ２から順次送信されるように、送
受信部３から超音波プローブ２の各超音波振動子に時間遅延を伴う電気信号が印加される
。このため、超音波プローブ２の各超音波振動子は、時間遅延を伴う電気信号を超音波送
信信号に変換して被検体Ｏの骨を含む関節部位に送信する。
【００４０】
　この結果、関節部位を含むデータ収集領域内の各データ収集位置に超音波送信信号が収
束する。そして、超音波送信信号の反射によって順次超音波反射信号が生じる。超音波反
射信号は超音波プローブ２の各超音波振動子により受信され、位相の異なる電気信号に変
換されて各超音波振動子から送受信部３に出力される。送受信部３では、各超音波振動子
から出力された超音波反射信号の整相加算処理を含む信号処理が実行され、信号処理後の
各データ収集位置に対応する超音波反射信号は送受信部３から制御装置７のデータ処理部
９に順次出力される。
【００４１】
　この結果、データ処理部９は、Ｂモード撮像用のデータ収集領域内の全てのデータ収集
位置からの超音波反射信号を取得する。そうすると、データ処理部９は、超音波反射信号
を用いたＢモード処理を実行することにより、データ収集領域に対応する超音波断層画像
データを生成する。
【００４２】
　更に、スキャン制御部８は、デフォルト領域として設定された超音波ドプラ画像データ
用のデータ収集領域からカラードプラモード撮像用の超音波ドプラ信号が収集されるよう
に制御信号を送受信部３に出力する。そして、Ｂモード撮像用の超音波反射信号と同様な
流れで、データ処理部９に超音波ドプラ信号が収集される。そうすると、データ処理部９
は、超音波ドプラ信号を用いたカラードプラ処理を実行することにより、データ収集領域
に対応する超音波ドプラ画像データを生成する。
【００４３】
　図３は、図１に示す超音波プローブ２のタイプに応じた超音波信号の収集領域を示す図
である。
【００４４】
　超音波信号の収集領域内における各データ収集位置は、スキャンレンジ方向の位置及び
深さによって特定することができる。スキャンレンジ方向及び深さ方向は互いに直交する
が、超音波プローブ２のタイプによってスキャンレンジ方向及び深さ方向が異なる。
【００４５】
　図３(A)は超音波プローブ２がリニアタイプである場合におけるスキャンレンジ方向及
び深さを、図３(B)は超音波プローブ２がコンベックスタイプである場合におけるスキャ
ンレンジ方向及び深さを、図３(C)は超音波プローブ２がセクタタイプである場合におけ
るスキャンレンジ方向及び深さを、それぞれ示している。図３の(A), (B)及び(C)に示す
ように超音波プローブ２のタイプに応じた形状を有するＢモード撮像用のデータ収集領域
Ｒｂと、カラードプラモード撮像用のデータ収集領域Ｒｃとを、それぞれ独立に設定する
ことができる。
【００４６】
　尚、図３は、２次元(2D: two dimensional)の走査を行う超音波プローブの例を示して
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いるが、３次元(3D: three dimensional)の走査を行う超音波プローブであれば、スキャ
ンレンジ方向が２つの軸で表される。
【００４７】
　そして、このように設定されたＢモード撮像用のデータ収集領域Ｒｂに対応する超音波
断層画像データと、カラードプラモード撮像用のデータ収集領域Ｒｃに対応する超音波ド
プラ画像データが、データ処理部９からデジタルスキャンコンバータ４に出力される。
【００４８】
　そうすると、デジタルスキャンコンバータ４は、超音波プローブ２のタイプに応じた走
査方式の超音波断層画像データ及び超音波ドプラ画像データをそれぞれテレビ走査方式の
超音波断層画像データ及び超音波ドプラ画像データに変換する。変化後のテレビ走査方式
の超音波断層画像データ及び超音波ドプラ画像データは、互いに合成されて表示装置５に
出力される。
【００４９】
　この結果、表示装置５には、被検体Ｏの関節部位における形態が描出された超音波断層
画像と関節部位における流体及び動きのある物体がカラーで示された超音波ドプラ画像と
が重畳表示される。関節を構成する骨領域からは、超音波反射信号が生じるため、超音波
断層画像は、関節部位の骨領域が高輝度で白く描出された画像となる。
【００５０】
　関節部位が正常であれば、関節を構成する骨頭間には血流や関節液等の流体の循環が生
じない。従って、正常な関節部位では、白く描出された骨頭間が低輝度で黒く表示される
。
【００５１】
　一方、リウマチ等の疾病が関節部位に生じている場合には、本来は存在しない血流や関
節液の循環が骨頭間に発生する。血流の循環が存在すると、超音波ドプラ画像として速度
等の動態指標に応じたカラーで表示される。また、通常関節液からは十分な強度を有する
超音波信号が反射しないが、異常な関節部位では、関節液の流れが超音波ドプラ画像とし
てカラー表示される場合がある。
【００５２】
　この他、異常な部位では、リンパの流れが超音波ドプラ画像としてカラー表示される可
能性がある。また、異常な関節の機能保全等を目的としてヒアルロン酸が注入されている
場合には、ヒアルロン酸の流れが超音波ドプラ画像としてカラー表示される。更に、関節
を構成する骨が剥離している場合には、薄い骨が所定の速度で動く場合がある。従って、
骨の動きの速度が、カラードプラモード撮像における検出範囲にあれば、骨の動きが超音
波ドプラ画像としてカラー表示される。
【００５３】
　従って、整形外科分野における診断では、超音波ドプラ画像としてカラー表示される骨
領域近傍の領域を検査することが重要となる。特にリウマチの診断では、骨頭間における
超音波ドプラ画像の観察が効果的である。しかしながら、関節部位から生じる超音波ドプ
ラ信号の強度は微弱であり、関節内における血流を捕捉するためには動画として表示され
る超音波ドプラ画像の十分なフレームレートが必要である。
【００５４】
　一般的にカラードプラモード撮像では、超音波断層画像データと超音波ドプラ画像デー
タの双方をリアルタイムに生成するために、超音波反射信号の収集と超音波ドプラ信号の
収集とがそれぞれ断続的かつ交互に繰り返される。従って、超音波ドプラ信号のデータ収
集領域を関節部位に最適化して縮小できれば、超音波ドプラ信号の収集間隔を短くできる
ため、超音波ドプラ画像のフレームレートを向上させることができる。
【００５５】
　一方、整形外科分野の診断において、超音波ドプラ画像の観察のみならず超音波断層画
像の観察が重要な場合もある。例えば、関節部位における骨折や腱の断裂を診断する場合
には、検査部位で起きている軟骨の剥離や骨折の形状などをより詳細に観察することが重
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要である。
【００５６】
　そこで、データ収集領域調整部１０により、検査対象となっている関節部位の形状に合
わせて超音波断層画像データ及び超音波ドプラ信号の各データ収集領域を適切な位置及び
大きさに調整することができる。
【００５７】
　そのために、ステップＳ３において、操作パネル６の操作によってデータ収集領域調整
部１０に骨領域の抽出指示情報が入力される。そうすると、データ収集領域調整部１０は
、データ処理部９から超音波断層画像データを取得し、取得した超音波断層画像データに
対するエッジ抽出処理等の公知の画像処理によって関節を構成する骨領域を抽出する。
【００５８】
　次に、ステップＳ４において、データ収集領域調整部１０は、デフォルト領域としてそ
れぞれ設定されている超音波断層画像データ及び超音波ドプラ信号の各データ収集領域が
適切であるか否かを、抽出した骨領域に基づいて判定する。超音波断層画像データ及び超
音波ドプラ信号の各データ収集領域が適切であるか否かの判定方法及び判定基準は、予め
任意に決定しておくことができる。
【００５９】
　図２は、骨頭間の距離及び超音波ドプラ画像データのデータ収集領域として設定された
関心領域(ROI: region of interest)の幅に対してそれぞれ閾値を設定し、骨頭間の距離
の距離及びROIの幅に対する閾値処理によって超音波断層画像データ及び超音波ドプラ信
号の各データ収集領域が適切であるか否かを判定する場合の例を示している。
【００６０】
　骨頭間の距離は、画像処理によって抽出された骨領域間の距離として幾何学的に求める
ことができる。また、骨領域の極大値や極小値を検出することによって骨頭領域の水平方
向及び鉛直方向の幅を求めることもできる。
【００６１】
　より詳細には、超音波断層画像データのデータ収集領域が適切か否かは、例えば、超音
波断層画像データのデータ収集領域の幅の、骨頭間の距離に対する比が、閾値で定まる範
囲内であれば適切と判定することができる。或いは、超音波断層画像データのデータ収集
領域の幅と骨頭間の距離との差で定義されるマージン距離が閾値で定められた範囲内であ
れば超音波断層画像データのデータ収集領域が適切と判定することができる。
【００６２】
　また、骨頭間の距離との比較対象を超音波断層画像データのデータ収集領域の幅に代え
て隣接するデータ収集点間における距離としてもよい。逆に、骨頭間の距離に代えて各骨
頭領域の水平方向及び鉛直方向の幅を、それぞれ超音波断層画像データのデータ収集領域
の水平方向及び鉛直方向の幅と比較して適切なマージンで各骨頭が描出されるか否かを判
定する閾値処理を実行するようにしてもよい。
【００６３】
　一方、超音波ドプラ画像データのデータ収集領域が適切か否かは、例えば、超音波ドプ
ラ画像の描出用のROIの水平方向及び鉛直方向の幅と、各骨頭領域の水平方向及び鉛直方
向の幅とを比較することによって、超音波断層画像データのデータ収集領域が適切か否か
の判定と同様に判定することができる。この場合、例えば、各骨頭領域の鉛直方向におけ
る双方の幅を含む距離と超音波ドプラ画像データのデータ収集領域の鉛直方向の幅との比
又は差に対する第１の閾値処理並びに２つの骨頭が含まれる水平方向の距離と超音波ドプ
ラ画像データのデータ収集領域の水平方向の幅との比又は差に対する第２の閾値処理を実
行すればよい。
【００６４】
　もちろん、超音波ドプラ画像データのデータ収集点間における距離や骨頭間の距離を用
いて超音波ドプラ画像データのデータ収集領域が適切か否かを判定する閾値処理を行うよ
うにしてもよい。或いは、骨頭間方向に対応する超音波ドプラ画像データのデータ収集領
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域の幅を骨頭間の距離と比較判定する一方、他方の超音波ドプラ画像データのデータ収集
領域の幅を骨頭領域の幅と比較判定するようにしてもよい。
【００６５】
　ステップＳ４の判定において、データ収集領域調整部１０が骨頭間の距離及び超音波ド
プラ画像用のROIの幅の少なくとも一方が適切でないと判定した場合には、すなわち、超
音波断層画像データ及び超音波ドプラ画像データの各データ収集領域の少なくとも一方が
適切でないと判定した場合には、ステップＳ５において、データ収集領域調整部１０が超
音波断層画像データ及び超音波ドプラ画像データの各データ収集領域の一方又は双方が適
切となるように骨領域に応じて調整する。
【００６６】
　このデータ収集領域の調整は、操作パネル６からデータ収集領域調整部１０にデータ収
集領域の調整指示が入力された場合に開始されるようにすることができる。但し、骨領域
の抽出からデータ収集領域の調整までの動作が自動的に実行されるように一括して操作パ
ネル６からデータ収集領域調整部１０に指示情報を入力できるようにしてもよい。
【００６７】
　図４は、図１に示すデータ収集領域調整部１０により超音波ドプラ画像データのデータ
収集領域を調整した例を示す図である。
【００６８】
　図４(A)は、超音波ドプラ画像データのデータ収集領域の調整前において表示装置５に
重畳表示される関節部位の超音波断層画像及び超音波ドプラ画像の例を示している。また
、図４(B)は、超音波ドプラ画像データのデータ収集領域の調整後において表示装置５に
重畳表示される関節部位の超音波断層画像及び超音波ドプラ画像の例を示している。
【００６９】
　図４(A)に示すように表示装置５には、超音波断層画像データのデータ収集領域Ｒｂに
対応する関節部位を含む領域の形態画像が超音波断層画像として表示される。超音波断層
画像には、関節部位における骨領域が白く描出される。このため、画像処理によって関節
を構成する２つの骨頭間における距離Ｄ１及び２つの骨頭領域をカバーする鉛直方向の距
離Ｄ２をそれぞれ求めることができる。
【００７０】
　一方、超音波ドプラ画像データのデータ収集領域Ｒｃ内に流体又は動きのある領域があ
ると、カラー領域Ｉｃとして表示される。また、超音波ドプラ画像データのデータ収集領
域Ｒｃは、超音波ドプラ画像用のROIとして矩形枠で表示させることができる。
【００７１】
　しかしながら、超音波ドプラ画像用のROIが大きすぎると、収集対象となる超音波ドプ
ラ画像データのデータ量が増加し、超音波ドプラ画像のフレームレートが低下する。
【００７２】
　そこで、図４(B)に示すように、超音波ドプラ画像データのデータ収集領域Ｒｃの水平
方向及び鉛直方向の各幅を、例えば骨頭間の距離Ｄ１及び２つの骨頭領域をカバーする鉛
直方向の距離Ｄ２に応じてそれぞれ適切な幅に調整することができる。調整方法の具体例
としては、骨頭間の距離Ｄ１及び２つの骨頭領域をカバーする鉛直方向の距離Ｄ２にそれ
ぞれ予め決定したマージン距離を加えた距離を加えた距離を、調整後の超音波ドプラ画像
データのデータ収集領域Ｒｃの水平方向及び鉛直方向における各幅とする方法が挙げられ
る。
【００７３】
　但し、上述した調整方法に限らず、骨領域に基づいて任意の方法で超音波ドプラ画像デ
ータのデータ収集領域Ｒｃの幅を適切な幅に調整することができる。
【００７４】
　超音波ドプラ画像データのデータ収集領域Ｒｃの調整は、より具体的には次のような動
作によって実行することができる。すなわち、データ収集領域調整部１０において超音波
ドプラ画像データのデータ収集領域Ｒｃの水平方向及び鉛直方向における適切な幅がそれ
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ぞれ決定されると、カラードプラモード撮像におけるスキャンレンジ及び深さの制御値と
してデータ収集領域調整部１０からスキャン制御部８に通知される。
【００７５】
　そうすると、スキャン制御部８は、データ収集領域調整部１０から通知されたスキャン
レンジ及び深さの制御値をカラードプラモード撮像における新たなデータ収集領域として
設定する。そして、スキャン制御部８は、新たに設定されたデータ収集領域から超音波ド
プラ信号が収集されるように送受信部３を制御する。このため、送受信部３からの電気信
号の印加によって超音波プローブ２が動作し、データ処理部９において骨領域に対応する
適切なデータ収集領域からの超音波ドプラ信号が取得される。更に、データ処理部９にお
けるデータ処理によって生成された超音波ドプラ画像データがデジタルスキャンコンバー
タ４を通じて表示装置５に出力される。
【００７６】
　この結果、図４に示すように調整後におけるデータ収集領域Ｒｃ内の流体及び動きを有
する部位がカラー領域Ｉｃとして表示される。すなわち、カラードプラモード撮像用のRO
Iを自動的に骨頭間に絞り込んで縮小することができる。
【００７７】
　これにより、超音波断層画像データのデータ量を変えることなく超音波ドプラ画像デー
タのデータ量を低減させることができる。従って、関節の形態が描出された超音波断層画
像の画質劣化及びフレームレートの低下を抑制しつつ超音波ドプラ画像のフレームレート
を向上させることができる。このため、ユーザは関節部位において検出すべき血流等の流
体の有無を容易に検知し、検知した流体を良好なフレームレートで観察することが可能と
なる。
【００７８】
　尚、デフォルトとして設定された調整前における超音波ドプラ画像データのデータ収集
領域Ｒｃが、関節を含む領域に対して相対的に小さすぎた場合やシフトしている場合には
、データ収集領域Ｒｃが拡大又は移動によって調整されることとなる。この場合には、よ
り適切な範囲において検出すべき血流等の流体を観察することができる。
【００７９】
　一方、超音波ドプラ画像データのデータ収集領域Ｒｃのみならず、超音波断層画像デー
タのデータ収集領域Ｒｂも骨領域に基づいて調整することができる。
【００８０】
　図５は、図１に示すデータ収集領域調整部１０により超音波断層画像データ及び超音波
ドプラ画像データの双方のデータ収集領域を調整した例を示す図である。
【００８１】
　図５(A)は、超音波断層画像データ及び超音波ドプラ画像データの各データ収集領域の
調整前において表示装置５に重畳表示される関節部位の超音波断層画像及び超音波ドプラ
画像の例を示している。また、図５(B)は、超音波断層画像データ及び超音波ドプラ画像
データの各データ収集領域の調整後において表示装置５に重畳表示される関節部位の超音
波断層画像及び超音波ドプラ画像の例を示している。
【００８２】
　図４(A)と同様に図５(A)に示すように表示装置５には、データ収集領域Ｒｂから収集さ
れた超音波断層画像データ及びデータ収集領域Ｒｃから収集された超音波ドプラ画像デー
タに基づいて、骨領域が白く描出された超音波断層画像と流体又は動きのある領域がカラ
ー領域Ｉｃとして描出された超音波ドプラ画像が重畳表示される。また、画像処理によっ
て骨頭間における距離Ｄ１及び２つの骨頭領域をカバーする鉛直方向の距離Ｄ２をそれぞ
れ求めることができる。
【００８３】
　そして、図５(B)に示すように、超音波断層画像データ及び超音波ドプラ画像データの
各データ収集領域Ｒｂ、Ｒｃのそれぞれの水平方向及び鉛直方向の各幅を、例えば骨頭間
の距離Ｄ１及び２つの骨頭領域をカバーする鉛直方向の距離Ｄ２に応じてそれぞれ適切な
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幅に調整することができる。
【００８４】
　調整方法の具体例としては、骨頭間の距離Ｄ１及び２つの骨頭領域をカバーする鉛直方
向の距離Ｄ２にそれぞれ予め決定した超音波断層画像用のマージン距離を加えた距離を加
えた距離を、調整後の超音波断層画像データのデータ収集領域Ｒｂの水平方向及び鉛直方
向における各幅とする方法が挙げられる。超音波ドプラ画像データのデータ収集領域Ｒｃ
についても超音波ドプラ画像用のマージン距離を設定して超音波断層画像データのデータ
収集領域Ｒｂと独立して調整することができる。
【００８５】
　但し、上述した調整方法に限らず、骨領域に基づいて任意の方法で超音波断層画像デー
タ及び超音波ドプラ画像データの各データ収集領域Ｒｂ、Ｒｃのそれぞれの幅を適切な幅
に調整することができる。
【００８６】
　また、超音波断層画像データのデータ収集領域Ｒｂの調整のための詳細な動作は、超音
波ドプラ画像データのデータ収集領域Ｒｃの調整用の動作と同様である。換言すれば、ス
キャンレンジ及び深さを骨領域に応じて自動調整することによって超音波断層画像データ
のデータ収集領域Ｒｂを拡大、縮小又は移動させることができる。尚、超音波断層画像デ
ータのスキャンレンジ及び深さの双方を小さくすることによる超音波断層画像の拡大動作
はZOOMと、ZOOMの対象となるデータ収集領域Ｒｂの移動動作はPANと、それぞれ称される
こともある。
【００８７】
　このように、超音波ドプラ画像データのデータ収集領域Ｒｃのみならず、超音波断層画
像データのデータ収集領域Ｒｂも調整すれば、形態画像の描出範囲を関節近傍に絞り込ん
で拡大することができる。この結果、関節部位における超音波断層画像及び超音波ドプラ
画像の双方を精度よく目視することが可能となり、より詳細な関節部位の形状の確認によ
る診断能の向上に繋がる。
【００８８】
　超音波断層画像データ及び超音波ドプラ画像データの各データ収集領域の調整が完了し
た場合並びにステップＳ４の判定において超音波断層画像データ及び超音波ドプラ画像デ
ータの各データ収集領域が適切であると判定された場合には、ステップＳ６において、血
管領域と非血管領域との面積比が記録される。
【００８９】
　すなわち、前述のように血流が生じている血管領域は、関節内における炎症領域と考え
ることができる。従って、血管領域と非血管領域との面積比を、関節における炎症の度合
いを示す指標値とすることができる。血管領域の面積は、超音波ドプラ画像データに対す
る公知の処理によって自動的に評価情報作成部１１において行うことができる。
【００９０】
　例えば、超音波ドプラ画像データに対して画素値に対する閾値を用いた閾値処理及び２
値化処理を実行することによって血流からの信号値の存在範囲を抽出することができる。
そして、抽出された範囲の面積を血管領域の面積として計算することができる。また、RO
Iの面積から血管領域の面積を減じれば、血管が存在しない領域である非血管領域の面積
を算出することができる。
【００９１】
　一方、ユーザが、超音波断層画像及び超音波ドプラ画像の目視の結果、炎症部位として
確認された領域を操作パネル６の操作によって評価情報作成部１１に入力することもでき
る。この場合には、入力された炎症部位を表す領域の面積を評価情報作成部１１において
計算することができる。従って、血管領域と非血管領域との面積比に代えて、炎症領域と
正常領域との面積比を、関節における炎症の度合いを示す指標値として計算するようにし
てもよい。正常領域の面積は、非血管領域の面積と同様に、ROIの面積から炎症領域の面
積比を減じることによって計算することができる。
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【００９２】
　この他、一般的な超音波診断装置に備えられている面積や距離等の基本的な計測機能に
加え、複数の基本的な計測機能を併用して得られる計測値を、病状の種類に応じて検査部
位における疾患の度合いを客観的に判断するための指標値とすることができる。
【００９３】
　そして、評価情報作成部１１において算出された指標値は、診断部位を特定するための
情報と関連付けて関節ごとの評価結果情報として評価結果データベース１２に記録される
。この関節ごとの評価結果情報には、必要に応じてユーザが操作パネル６を操作すること
によって任意の数値や文字列を付加することができる。
【００９４】
　これにより、超音波断層画像及び超音波ドプラ画像に基づく関節ごとの評価結果情報を
、後日確認することが可能となる。また、指標値を含む評価結果情報を記録することによ
って、単に超音波画像情報を記録する場合に比べて、より正確に患者の状態を記録するこ
とができる。
【００９５】
　関節ごとの評価結果情報の記録が完了すると、ステップＳ７において、評価情報作成部
１１は全ての関節部位の検査が完了しているか否かを判定する。すなわち、検査対象とな
る全ての関節について評価結果情報が記録されたか否かが評価情報作成部１１により判定
される。例えば、操作パネル６から検査対象となる関節の検査の完了情報が評価情報作成
部１１に入力された場合に、評価情報作成部１１が全ての関節部位の検査が完了している
と判定するようにすることができる。
【００９６】
　全ての関節部位の検査が完了していない場合には、次の検査対象となる被検体Ｏの関節
部位近傍にユーザが超音波プローブ２を接触させる。そして再びステップＳ２からステッ
プＳ６までの超音波診断装置１の動作によって、次の検査対象となる関節についての超音
波断層画像及び超音波ドプラ画像に基づく指標値を用いた評価結果情報が評価結果データ
ベース１２に記録される。
【００９７】
　このような関節ごとの超音波断層画像及び超音波ドプラ画像の収集並びに評価結果情報
の記録が、ステップＳ７において全ての関節部位の検査が完了していると判定されるまで
繰り返される。この結果、評価結果データベース１２には、検査対象となる全ての関節に
ついての指標値を用いた評価結果情報が記録される。
【００９８】
　ステップＳ７の判定においてＹＥＳと判定されると、ステップＳ８において、評価情報
作成部１１は、指標値を用いて複数の関節の評価結果を表す評価情報を生成する。複数の
関節の評価情報は、評価結果データベース１２に記録された関節ごとの評価結果情報と人
体モデルデータベース１３から読み込んだ人体モデルの各関節位置とのマッチングによっ
て模式的な評価画像データとして作成することができる。
【００９９】
　そして、作成された複数の関節の評価情報は、評価情報作成部１１からデジタルスキャ
ンコンバータ４を通じて表示装置５に表示される。
【０１００】
　図６は、図１に示す評価情報作成部１１において生成された複数の関節の評価画像デー
タを表示させた例を示す図である。
【０１０１】
　図６に示すように複数の関節Ijを識別することが可能な人体モデルを評価画像の一部と
して表示装置５に表示させることができる。図６は、左手の人体モデルを表示させた例を
示している。
【０１０２】
　そして、疾患の度合いを表す指標値の値に応じた色や輝度で各関節Ijを表示することが
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できる。例えば、より評価が悪い関節Ijを赤とする一方、より評価が良い関節Ijを青とす
るカラースケールを用いて各関節Ijをマッピングすれば、疾患の部位、程度及び分布を視
覚的かつ客観的に確認することが容易な評価画像を表示させることができる。
【０１０３】
　更に、各関節Ijにカーソルを重ねると、対応する関節Ijの指標値がポップアップ表示さ
れるように評価情報を作成してもよい。
【０１０４】
　このように検査対象となる複数の関節における疾患の程度を、色分けなどによって評価
画像として同時に表示させることができる。このため、例えば、血管領域と非血管領域と
の面積比を評価値として表示されたリウマチの進行具合を広範囲に亘って目視することが
可能となる。これにより、ユーザは、関節内における炎症等の評価や病状の把握を容易に
行うことができる。
【０１０５】
　複数の関節の評価情報は、評価結果データベース１２に記録することができる。このた
め、被検体Ｏごとに複数の関節の評価情報を記録して管理することができる。
【０１０６】
　つまり以上のような、超音波診断装置１は、関節を構成する骨領域に応じた適切な超音
波信号のデータ収集領域を自動的に設定できるようにしたものである。更に、超音波診断
装置１は、超音波画像に基づく関節部位ごとの診断の評価結果情報を記録しておき、複数
の関節を含む広範囲な評価情報を作成して表示できるようにしたものである。
【０１０７】
　尚、上述した例では、関節部位の診断を行う場合について説明したが、関節に限らず整
形外科分野の様々な診断に超音波診断装置１を適応させることができる。例えば、骨折等
の骨の異常部位や腱の断裂等の診断に超音波診断装置１を適応させることができる。
【０１０８】
　骨折の診断の場合には、骨頭間の距離の代わりに断裂した骨の間における距離や断裂し
た骨の端部における形状に基づいて、適切な超音波信号のデータ収集領域を自動設定する
ことができる。すなわち、断裂した骨領域間において生じていると考えられる血流や炎症
の有無の確認を、骨領域に応じて適切に調整されたROI内における超音波ドプラ画像の観
察により容易に行うことができる。更に、断裂した骨の距離に応じてＢモード撮像用のデ
ータ収集領域を自動調整することができる。このため、骨折部分の画像を拡大して詳細な
形状を確認することができる。
【０１０９】
　この他、Ｂモード撮像用のデータ収集領域を骨領域に応じて調整すれば、腱の断裂部分
における画像を拡大したり、軟骨や関節液の存在領域を拡大表示させることができる。
【０１１０】
　このため、超音波診断装置１によれば、整形外科分野における診断のために簡便に利用
することができる。すなわち、整形外科分野における検査部位に対応して、適切に超音波
診断装置１を動作させることができる。この結果、関節や骨近傍における疾患や障害を、
より少ない操作で容易に描出することができる。
【０１１１】
　超音波診断装置１は、特にリウマチ等の四肢の末端における検査が必要な疾患に対して
有効である。すなわち、カラードプラモード撮像によって収集された関節の超音波ドプラ
画像に基づいてリウマチの進行度の評価を行うことができる。
【０１１２】
　また、超音波診断装置１には、一旦得られた関節ごとの評価情報を関節と関連付けて記
録しておくことができる。このため、複数の関節の評価情報を生成して確認することがで
きる。これにより、治療方針の的確な決定や検査精度の向上を図ることができる。
【０１１３】
　以上、特定の実施形態について記載したが、記載された実施形態は一例に過ぎず、発明
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の範囲を限定するものではない。ここに記載された新規な方法及び装置は、様々な他の様
式で具現化することができる。また、ここに記載された方法及び装置の様式において、発
明の要旨から逸脱しない範囲で、種々の省略、置換及び変更を行うことができる。添付さ
れた請求の範囲及びその均等物は、発明の範囲及び要旨に包含されているものとして、そ
のような種々の様式及び変形例を含んでいる。
【０１１４】
　例えば、ワークステーション等の近年の医用画像処理装置には、超音波画像データを取
り込んで、超音波診断装置の動作を模擬する機能が備えられている。従って、収集された
超音波画像データに対して画像処理を施すことによって、上述した超音波診断装置１と同
様な機能を医用画像処理装置に設けることができる。
【０１１５】
　すなわち、超音波ドプラ画像データに対する画像処理によって骨領域を抽出し、抽出し
た骨領域に基づいて適切な範囲及びサイズで超音波断層画像及び超音波ドプラ画像を表示
させる機能を医用画像処理装置に設けることができる。同様に、関節ごとの指標値を用い
た評価結果情報を蓄積し、複数の関節の評価情報を表示させる機能を医用画像処理装置に
設けることもできる。そのために、これらの機能を実行するための医用画像処理プログラ
ムを作成してコンピュータで利用することもできる。
【符号の説明】
【０１１６】
１　超音波診断装置
２　超音波プローブ
３　送受信部
４　デジタルスキャンコンバータ
５　表示装置
６　操作パネル
７　制御装置
８　スキャン制御部
９　データ処理部
１０　データ収集領域調整部
１１　評価情報作成部
１２　評価結果データベース
１３　人体モデルデータベース
Ｏ　被検体
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